
令和4年度山形県の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ39,175,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ735,905,204千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条繰越明許費の追力Uは、「第2表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条債務負担行為の追力Π及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条地方債のi助U及び変更は、「第4表地方債補正」による。

令和4年度山形県一般会計補正予算(第7号)



第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

県 税

項

県

補正

2 事

民

.'.

3

珂Ⅱ

税

業

地方消費税

の

4

額

111,800,000

税

不動産取得税

補

5

35,825,000

県たば

正

6

23,005,000

ゴルフ場利用税

額

(単位:千円)

2,000,000

7

税

23,868,000

軽油引取税

△ 452,000

8 自

1,832,000

3,151,000

9鉱

動

113,800,000

1,086,000

2

車

△ 869,000

10

地方消費税清算金

税

狩

区

35,373,000

120,000

H

141,000

税

猟

産業廃棄物税

26,156,000

9,162,000

3

12

地方譲与税

80,000

税

16,745,000

旧法による税

22,999,000

△ 6,000

1,973,000

2,000

地方消費税清算金

1,166,000

△ 53,000

4,000

150,000

H4,000

特別法人事業譲与
税

9,162,000

2

1,000

△ 1,000

51,600,000

地方揮発油譲与税

16,692,000

3

△ 1,000

51,600,000

石油ガス譲与税

2,000

10,000

21,132,069

3,400,000

3,000

18,300,000

149,000

3,400,000

2,520,000

1,900,000

11,000

55,000,000

100,000

1,700,000

55,000,000

200,000

23,032,069

20,000,000

2,720,000

100,000

計

こ



款

4

項

4

地方特例交付金

自動車重量譲与税

6 森林環境譲与税

5

補正

7

地方交付税

航空機燃料譲与税

゛'.

昇1」 の

6

1

交通安全対策特別
交付金

額

地方特例交付金

補

100,000

正

7

82,069

分担金及び負担金

地方交付税

額

(単位:千円)

30,000

600,000

計

交通安全対策特別
交付金

8 使用料及び手数料

600,000

178,146,981

100,000

178,146,981

84,000

分

82,069

2

84,000

担

負

320,000

10,952,000

30,000

金

キ_

9

320,000

10,952,000

684,000

国庫支出金

金

使

4,351,473

684,000

2

189,098,981

用

手

3,017,416

3

189,098,981

料

数

県証紙収入

1,334,057

△ 269,520

料

6,704,784

320,000

△ 53,359

国庫負担金

4,595,611

△ 216,161

320,000

2 国庫補助金

4,081,953

63,547

△ 68,267

3 委

2,045,626

2,964,057

△ 11,607

142,286,088

託

1,117,896

△ 4,290

金

37,059,540

6,636,517

△ 52,370

103,862,571

△ 4,959,997

4,584,004

1,363,97フ

△ 6,325,584

59,257

1,993,256

1,565,020

137,326,091

△ 199,433

30,733,956

105,427,591

1,164,544



10

款

財 産 収 入

Ⅱ

項

寄 附

財産運用収入

12

補正

金

2

繰

財産売払収入

^

入

月1」

イ

の

金

額

寄

1,233,314

補

附

13

正

422,037

繰

金

特別会計繰入金

額

(単位:千円)

811,27フ

△ 50,834

越

2 基金繰入金

14 諸

2,915,396

△ 13,027

金

3 公営企業繰入金

2,915,396

△ 37,807

収

27,253,フ73

1,182,480

入

30,433

繰

452,221

409,010

26,801,552

越

30,433

△ 13,997,388

フ73,470

1

金

延滞金、加算金及
び過料等

2,945,829

2

246,フ71

△ 14,246,299

県預金利子

4,102,245

2,945,829

3 公営企業貸付金元
利収入

13,256,385

4,102,245

4 貸付金元利収入

139,807,881

2,140

15

698,992

2,133,755

5

県

受託事業収入

12,555,253

80,359

2,133,755

6

△ 25,375,535

収益事業収入

仟

8

2,140

13,600,000

雑

97

6,236,000

△ 3,617

H6,157,398

6,236,000

114,432,346

入

1,915,107

△ 1,499,97フ

335

△ 22,147,374

1,936,167

76,742

6,118,753

△ 1,191,524

.

82,826,200

432

12,100,023

102,384

94,010,024

△ 635,762

△ 14,953,647

723,583

2,038,551

5,482,991

67,872,553

計



款

歳 入

項

県

補正

債

計

^

目1」 の 額

82,826,200

補

フ75,080,204

正

△ 14,953,647

額

(単位:千円)

△ 39,175,000

67,872,553

735,905,204

三
口

合



歳 出

款

議

2

費

総

項

務 費

議

補正
」'゛

月1」

費

総務管理費

の額

2 J上.

1,082,969

補

3徴

画

1,082,969

正

4 市町村振興費

費

税

32,690,592

額

(単位:千円)

△ 34,136

5

費

16,459,フ70

選

△ 34,136

6

挙

防

8,056,406

3

3,016,326

7

民

費

災

統計調査費

4,851,864

1,048,833

3,279,フ71

8

生

費

人事委員会費

1,048,833

843,094

△ 32,016

費

9 監査委員費

35,706,918

973,197

△ 324,57フ

19,739,541

97フ,566

52,288

社会福祉費

8,024,390

4衛

278,949

△ 78,338

2 児童福祉費

4,527,287

122,665

3

生

109,665

生活保護費

127,081

895,382

費

4

84,987,517

災害救助費

8,929

894,859

59,171,707

△ 46

1,087,231

23,871,792

公衆衛生費

650

287,878

2,324,339

2 環境衛生費

1,863,526

122,619

2,502,698

△ 196,264

127,731

80,492

49,717,626

87,3H,856

△ 9,212

28,565,788

61,674,405

27,117

23,675,528

3,164,126

3,033,052

1,854,314

3,370,739

107,609

△ 74,435

52,750,678

31,936,527

3,089,691

芸
口

会

会



款

5 労

項

3

働

保

費

4

健

医

所

補正

費

薬

^

月1」

費

労

の

6

2職業訓練費

農林水産業費

額

政

1,625,011

補

3

費

16,362,701

失業対策費

正

4 労働委員会費

2,267,462

額

(単位:千円)

15,246

1,108,685

△ 278,498

農

871,470

△ 226,665

2

業

畜

1,640,257

7

216,255

△ 91,024

3

産

商

費

農

16,084,203

業

△ 128,039

71,052

4林

工

費

56,894,369

地

2,040,797

費

5

△ 5,226

費

業

14,683,099

水

1,017,661

△ 2,376

産

費

3,126,168

△ 3,092,740

8

業

743,431

士

費

29,366,382

商

△ 1,081,705

211,029

2

木

業

工

フ,747,897

1,150,871

68,676

費

3

鉱

費

観

53,801,629

1,970,823

△ 2,27フ,198

業

132,747,421

費

光

13,601,394

△ 845,479

H7,687,536

費

士木管理費

4,27フ,039

△ 39,229

2

△ 23,276,27フ

10,626,068

道路橋りょう費

27,089,184

△ 22,092,765

4,433,817

6,902,418

95,188,272

△ 1,244,728

1,931,594

109,471,144

3,021,866

61,216

49,788,734

95,594,フ71

△ 4,943,112

9,381,340

△ 702,956

△ 1,063,056

4,495,033

90,245,160

2,318,910

48,725,678

計



款

"ノ

項

3 河川海岸費

9警

4 港

補正

5都市計画費

察

湾

6住

費

ーユ'.

月1」

費

10

の

教

額

宅

33,604,194

補

費

警察管理費

2,951,151

正

費

2 警察活動費

4,541,947

△ 3,209,502

額

(単位:千円)

1,280,380

量十

188,354

教育総務費

27,179,213

△ 98,641

2

25,058,469

ノ」、

30,394,692

△ 57,3H

3 中

2,120,744

3,139,505

校

△ 111,934

4

111,456,902

費

高等学校費

27,297

4,443,306

校

△ 28,568

5 特別支援学校費

費

13,241,736

C

11

1,223,069

△ 83,366

6

災害復旧費

36,296,589

大

27,067,279

△ 1,294,010

7 社会教育費

21,883,048

25,029,901

△ 235,159

8保健体育費

費

27,373,613

2,037,378

△ 603,067

UO,162,892

9,236,245

△ 314,543

農林水産施設災害
復旧費

13,006,57フ

1,436,924

△ 326,986

2 公共士木施設災害
復旧費

35,693,522

1,138,613

3

364,853

教育施設災害復旧
費

21,568,505

850,134

△ 31,816

26,356,694

27,046,627

△ 71,105

3,934,309

9,601,098

△ 76,187

22,272,938

△ 12,858,854

1,405,108

△ 1,589,979

1,067,508

149,447

△ 11,146,725

フ73,947

13,497,840

△ 122,150

2,344,330

11,126,213

学

学

育

学

」
＼



12

款

公 仟

13

費

諸 支

項

出 金

左、

補正

債

2 公営企業貸付金

」'.

則

費

の

3

額

88,213,551

地方消費税清算金

補

4 利子割交付金

88,213,551

正

5

66,247,616

配当割交付金

△ 1,636,346

額

(単位:千円)

6

13,600,000

株式等譲渡所得割
交付金

△ 1,636,346

7

23,530,000

法人事業税交付金

△ 74,643

8 地方消費税交付金

86,57フ,205

△ 1,500,000

14

84,056

9

予

ゴルフ場利用税交
付金

86,57フ,205

420,534

△ 152,860

10 環境性能割交付金

備

66,172,973

562,518

12

△ 39,799

費

自動車取得税交付
金

12,100,000

1,609,070

歳

△ 43,631

25,941,000

23,37フ,140

△ 297,757

出

予

84,431

44,257

285,706

備

416,007

376,903

1,687,620

費

・十

264,761

△ 4,629

1,894,フ76

50,000

△ 16,064

27,628,620

50,000

フ75,080,204

6,フ71

79,802

399,943

△ 39,175,000

6,フ71

50,000

50,000

735,905,204

ヨ
ロ

ー
ー

合



第2表

1追

繰越明許費補正

加

款

2総 務

4衛

費

生

項

2企

費

画

6農林水産業費

2環境衛生費

費

再生可能エネルギー等設備導入促進事業

事

1農

カーボンニュートラル県民アクション推進事業

業

業

自

費

名

然

経営体

7商

環

2畜産業費

有

工

境

8士

(単位:千円)

3農

機

費

成

士地利用型作物競争力強化生産総合対策事業

整

金

木

10教

地

農

2工鉱業費

.

備

費

発展支援事業

額

費

業

産

3河川海岸費

事

費

164,525

基幹水利施設等維持管理事業

推

所

業

4高等学校費

得

進

ポストコロナ中小企業パワーアップ事業

8,558

向

事

砂防等災害関連緊急対策事業

上

33,320

き十

業

累

支

271,652

県立高等学校産振設備整備事業

援 事

二十

1,102

業

509,550

689,811

16,959

261,690

1,100,000

8,488

3,065,655

55,432,229

育

畜

育

合



第3表

1追

債務負担行為補正

加

事

漁 港

漁港

浚

治

.

深

漁場整備事業

項

事

治山施設災害復旧工事請負契約

山

業

期

2

事

変

4年度から

5年度まで

令手口

令和

間

業

更

事

4年度から

5年度まで

山形県立点字図書館

管理運営業務

4年度から

5年度まで

項

限

160,000千円

4'年度から

5年度まで

度

補

期

令和2年度から

令和7年度まで

額

正

間

22,000千円

70,000千円

^

限度額

54,000千円

153,000千円

補

42,000千円

期

令和2年度から

令和7年度まで

正

間

後

限度額

口
Ⅱ

禾
手

令
令

令
令

令
令

手
手

手
手



第4表地方債補正

1 追加

起 偵

防災・減災・国士強靭

化緊急対策事業

の 目 的 限

2

(D

度

変更

限度額の変更

額

起

起債の方法

千円

184,100

臨

借入先と

の協定によ

る。

債

利

庁

時

借入先と

の協定によ

る。

の

舎

消

財

償

防

等

目

郷

還

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

政

整

の

的

士

社

校

対

/

方

備

館

鶴

補正前の限度額

整

福

法

策

事

祉

整

岡

備

自

施

業

乳

備

事

然

9,600,000

ノし

自

千円

等

業

補正後の限度額

事

'、

然

吋

整

病院建設改

'、

備

園

整

業

6,100

園

事

備

産業技術短期大学校整備事業

整

5,030,453

11,700

業

災

千円

事

備

47,400

業

良資金貸付事業

復

事

4,700

1,010,000

旧

業

事

24,200

業

39,500

1,000

625,600

2,800

20,400

330,000

17,500

6,900

1,800

316,400

6,200

率

学

設会

害



起

農

債

仏

林

の

林

仏

農

道

林

目

農

施

共

災

林

設

的

農林業専

事

災

復

災

補正前の限度額

JJ-'

旧

害

業

復

ーー

事

門

農

復

保

旧

業

職大学整備

業

健

事

旧

8,062,100

森林研究研修セ

経

千円

衛

業

補正後の限度額

事

ρ)4

生

工

所

54,000

業

度

業

整

事業

土

化

備

10,300

フ,301,200

試

千円

支

事

ン

験

県

木

援

タ

業

フ,100

24,300

場

事

1,335,100

上、

整備事業

'、

業

整

住

13,200

土木災害復旧事業

備

"、

23,700

宅

事

2,000

士木災

国

建

105,000

事

業

1,085,900

直

設

33,000

業

轄

復旧事業

事

13,300

災

(現年)

16,200

業

74,400

33,445,700

(過年)

復

22,100

旧

76,100

14,300

事

8,059,900

31,257,700

業

46,700

75,000

1,448,000

3,792,000

18,300

1,005,600

害

害

共

高

共

営

害

害

共

共



起

士

債

木

都

施

の

市

設

港

災

/、

目

山

湾

園

復

形

的

河

整

整

旧 事

港

備

川

補正前の限度額

自

備

業

施

事

然

等

設

地

事

業

整

災

整

方

緊

千円

備

570,100

業

道

補正後の限度額

備

急

事

路

仏

防

222,700

業

防

事

等

止

施設等適正管理推進事業

災

緊急

10,100

業

整

千円

634,200

事

.

備

自

緊

16,500

業

減

然

155,000

事

J{ニ」、

災

災

512,200

業

害防

浚

校

事

9,400

学校教育施設

教

491,000

深

業

止

24,300

対策

4,257,900

社

推

施

458,800

設

進

事業

340,300

等

教

553,000

事

整

1,497,400

災

備

2,901,500

業

施

事

復

6,416,800

設

業

旧

338,400

整

事業

2,034,200

備

1,330,700

事

5,974,000

業

6,700

53,700

2,091,100

125,700

190,600

17,200

90,100

害

空

害

N
 
、
ノ

共

害

育学

育会



起 債

等

フ、父

゛三4

通

の

警

JJ..,

校

全

察

目

整

施

、、

庁

備

的

整

事

補正前の限度額

整

備

業

事

備

業

事

1,538,500

千円

業

補正後の限度額

370,600

208,000

1,276,700

千円

334,300

156,500

、J

設

舎

高



令和4年度山形県公債管理特別会計補正予算(第1号)

令和4年度山形県の公債管理特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,邪3,551千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、_
歳入歳出それぞれ144,904,098千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ビとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

繰 入

4

金

県

項

仟

1 一般会計繰入金

歳

補正

入

^

男"

県

の 額

88,091,649

補

債

88,091,649

正

計

58,366,000

△ 1,553,551

額

(単位:千円)

58,366,000

△ 1,邪3,551

146,457,餌9

計

86,538,098

△ 1,553,551

86,538,098

58,366,000

58,366,000

144,904,098合



歳 出

款

仏 債 費

歳

項

出

'、

補正

債

」'.

目1」

費

の

計

額

146,457,649

補

146,457,649

正

146,457,649

△ 1,553,551

額

(単位:千円)

△ 1,553,551

計

△ 1,弱3,551

144,904,098

144,904,098

144,904,098合



令和4年度山形県市町村振興資金特別会計補正予算(第1号)

令和4年度山形県の市町村振興資金特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ34,312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入
歳出それぞれ1,410,115千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

2 諸 収

3繰

入

項

越 金

貸付金元利収入

歳

補正

入

^

月苛

繰

の額

越

1,375,803

補

金

1,375,803

正

・十

額

(単位:千円)

631

・十

1,375,803

631

33,681

1,376,434

33,681

1,376,434

34,312

33,681

33,681

1,410,115合



歳 出

款

市町村振興資金貸
付金

項

貸

補正

2

付

貸付事務費

歳

3 公営企業償還金

^

月1」

金

の

出

4繰

額

1,375,803

補

出

正

700,000

金

額

升

(単位:千円)

995

34,312

276,511

△ 180,000

398,297

1,375,803

1,410,115

520,000

214,312

34,312

995

276,5H

＼
"」

612,609

1,410,115

計

合



令和4年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)

令和4年度山形県の母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,751千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ133,177千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

弟1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

繰 入

2繰

金

項

越

3

金

諸

一般会計繰入金

補正

収 入

ーユ'.

月1」 の 額

越

歳

補

5,366

金

貸付金元利収入

正

入

2

5,366

雑

額

(単位:千円)

99,168

99,168

入

升

31,394

△ 1,504

21,174

△ 1,504

5,366

10,220

△ 1,247

5,366

135,928

97,664

△ 1,247

97,664

△ 2,751

30,147

19,927

10,220

133,17フ

計

繰

合



歳 出

款

母子父子寡婦福祉
資金貸付費

項

貸

補正

2

付

貸付事務費

歳

3償

ーユ」.

目1」

金

の

出

4繰

額

還

補

135,928

金

出

正

30,958

金

額

計

(単位:千円)

9,265

△ 2,751

63,231

△ 2,751

32,474

135,928

133,17フ

28,207

△ 2,751

9,265

63,231

32,474

133,17フ

計

合



令和4年度山形県の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,Ⅱ3,927千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ98,117,918千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年度山形県国民健康保険特別会計補正予算(第1号)



第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

分担金及び負担金

2 国庫支出金

項

負

3

補正

諸

担

収

^

目1」

金

国庫負担金

の

入

2

額

25,888,781

国庫補助金

補

25,888,781

4繰

正

2

25,086,225

預

額

(単位:千円)

4雑

入

金

17,087,142

5

利

金

5

繰

子

受託事業収入

フ,999,083

1,346,082

越

入

35,531,651

25,888,781

金

1

100,614

一般会計繰入金

25,888,781

歳

1,245,468

35,516,992

39

26,432,307

入

2,024,602

繰

17,187,756

14,620

越

5,497,334

9,244,551

2,029,070

金

37,556,253

5,497,334

計

△ 4,468

339,900

37,546,062

39

339,900

92,003,991

2,403,343

10,152

5,837,234

2,403,343

5,837,234

6,113,927

2,403,343

2,403,343

98,117,918

計

合



歳 出

款

国民健康保険事業
費

項

事業費支出金

ー】

補正

3 基金積立金

4

゛'.

目1」

保健事業費

歳

の

5

額

92,003,991

補

般管理費

/

出

6

91,932,990

諸

正

支

額

出

(単位:千円)

6,113,927

金

39

計

64,620

3,182,668

・十

1,708,387

6,342

98,117,918

△ 42,872

92,003,991

95,115,658

1,708,426

1,265,744

6,113,927

21,748

6,342

1,265,744

98,117,918

ノ

合



令和4年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第2号)

令和4年度山形県の小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ

による。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ27,580千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ515,995千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

3 繰 越

4

金

諸

項

収 入

繰

補正

越

5

1

県

0上.

目Ⅱ

金

貸付金元利収入

の

2

額

預

補

98,992

債

3雑

金

歳

正

利

98,992

子

額

266,923

(単位:千円)

入

△ 7,967

入

県

188,053

△ 7,967

債

35,547

13

計

78,857

91,025

8,209

122,500

91,025

122,500

302,470

27,338

4部,415

196,262

13

106,195

27,580

122,500

122,500

515,995

イ

壬
口

入
1

合



歳 出

款

小規模企業者等設
備導入貸付費

゛

項

1 貸

補正

2

付

貸付事務費

歳

3

ーユ」'

目1」

金

償

の

出

4繰

額 補

488,415

金

出

正

185,795

金

額

"

(単位:千円)

5,713

27,580

296,907

4認,415

515,995

△ 4,920

185,795

32,500

5,713

27,580

291,987

32,500

515,9飾

,

■

還

合



令和4年度山形県士地取得事業特別会計補正予算(第2号)

令和4年度山形県の士地取得事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ30,153千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ110,401千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

2財 産 収 入

3

項

繰 入

財産売払収入

4

補正

金

2

諸

財産運用収入

収

■^.

目1」 の

6

入

繰

額

一般会計繰入金

補

87,264

越

正

68,590

金

雑

歳

額

(単位:千円)

18,674

△ 69,042

入

53,190

△ 68,590

入

繰

53,190

越

△ 452

18,222

△ 2,320

金

100

△ 2,320

100

18,222

50,870

140,554

50,870

41,209

41,209

100

△ 30,153

100

41,209

41,209

110,401

計

一
=
ロ合



歳 出

款

2 酒田北港地区用地
取得事業費

5

項

公 債

用地取得事業費

補正

費

3 開発管理費

歳

ーユ^

目1」 の

,

出

額

左、

補

ヘ

101,927

債

正

47,367

費

額

(単位:千円)

54,560

△ 30,153

38,627

△ 27,833

・十

38,627

△ 2,320

140,554

71,フ74

19,534

△ 30,153

52,240

38,627

38,627

110,401
そ
口合



令和4年度山形県農業改良資金特別会計補正予算(第1号)

令和4年度山形県の農業改良資金特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2Ⅱ千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ鉐,420千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

貸

歳

歳入歳出予算補正
付勘定

入

款

3

J

諸 収 入

4

項

繰 越

貸付金元利収入

補正

金

2 雑

歳

^

目1」 の

入

額

入

繰

補

33,204

越

正

33,084

金

額

計

(単位:千円)

120

31,142

84

204

31,142

△ 120

64,346

33,288

△ 205

33,288

△ 205

△ 121

30,937

30,937

64,225

計

合



歳 出

款

1 農業改良資金貸付
費

2

項

就農支援資金貸付
費

2 償

補正

3

還

繰

^

目1」

金

出

歳

の

2

額

金

償

補

出

3

還

121

繰

正

金

出

80

額

(単位:千円)

金

△ 121

41

計

64,225

△ 80

42,816

△ 41

21,409

64,346

64,225

△ 121

42,816

21,409

64,225

ヘ>

「

計

合



業務勘定
歳 入

款

繰 入

2

金

繰

項

越 金

一般会計繰入金

歳

補正

歳

入

^

月1」

繰

出

の 額

、越

款

補

業

1,285

金

正

計

務

1,285

額

(単位:千円)

費

△ 648

歳

項

茎十

△ 648

出

1,285

取扱事務費

558

補正

637

558

^

月1」

637

△ 90

の

計

額

558

補

1,285

558

正

1,285

1,195

額

(単位:千円)

1,2舗

△ 90

△ 90

△ 90

1,195

1,195

1,195

L

計

合

合



令和4年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)

令和4年度山形県の沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ30,330千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ20,393千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表

貸付

歳

歳入歳出予算補正

勘定
入

款

3 諸 収

4

入

繰

項

越 金

貸付金元利収入

歳

補正

入

^

牙1」

繰

の 額

越

補

1,492

金

正

計

1,492

額

(単位:千円)

48,508

48,508

計

50,000

△ 30,000

△ 30,000

1,492

△ 30,000

1,492

18,508

18,508

20,000合



歳 出

款

沿岸漁業改善資金
貸付費

歳

項

出

貸

補正

付

^

月U

費

の

冒十

額 補

50,000

正

50,000

額

(単位:千円)

50,000

△ 30,000

△ 30,000

斗

△ 30,000

20,000

20,000

20,000

1゛'

合



業務勘定
歳 入

款

2 繰 入 金

歳

項

歳

入

一般会計繰入金

出

補正

款

^

業

月1」 の

計

務

額 補

、

費

723

歳

正

/J

項

723

額

(単位:千円)

出

723

△ 330

取扱事務費

補正

△ 330

^

月Ⅱ

△ 330

の

計

額

393

補

723

393

正

723

393

額

(単位:千円)

723

△ 330

計

△ 330

△ 330

393

393

393

三
口

合

合



令和4年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)

令和4年度山形県の港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,223千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ460,763千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

460,763

第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

使 用

3

料

繰

項

入

4

金

繰

使

補正

越

用

5

金

ーユ^

諸

月1」

料

一般会計繰入金

の

収

額 補

6

159,604

入

1

県

繰

正

159,604

越

額

225,211

(単位:千円)

仟

△ 25,840

2

金

雑

歳

225,211

△ 25,840

巷十

入

1

フ,236

入

17,283

県

133,764

フ,236

17,283

133,764

18,435

債

言十

242,494

18,435

242,494

58,500

334

58,500

フ,236

468,986

334

フ,236

18,769

18,769

△ 8,223

58,500

58,500

ノ
、

合



歳 出

款

゛= 理

2整

費

項

備

3

費

仏

ム当

補正

債

理

費

^

目1」

コノ

費

整

歳

の 額

備

補

154,445

出

費

"、

正

154,445

債

額

(単位:千円)

58,500

△ 8,223

費

量十

58,500

△ 8,223

256,041

256,041

146,222

468,986

146,222

58,500

△ 8,223

58,500

256,041

256,041

460,763

k

計

合



第1条令和4年度山形県流域下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条令和4年度山形県流域下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

科 既決予定額目

令和4年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第3号)

、

第1款流域下水道事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款流域下水道事業費用 5,366,2釘千円 103,346千円 5,469,613千円

第1項営業費用 5,218,玲2千円 105,617千円 5,323,799千円

第2項営業外費用 148,085千円 △ 2,271千円 145,814千円

第3条予算第4条本文括弧書中「不足する額600,489千円」を「不足する額610,107千円」に、「当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,523千円、過年度分損益勘定留保資金193,666千

円及び当年度分損益勘定留保資金312,300千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額17,駐4千円、過年度分損益勘定留保資金193,666千円及び当年度分損益勘定留保資金398,927

千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

科 補正予定額既決予定額目 計

収

5,262,319千円

2,369,861千円

2,892,458千円

収

第1款流域下水道事業資本的収入

第1項企 業 債

第4項国庫補助金

第5項他会計補助金

第6項建設負担金

支

入

補正予定額

169,591千円

156,融0千円

△ 13,051千円

支

第1款流域下水道事業資本的支出

第1項建設改良費

第3項企業債償還金

第5項返 金^

第4条予算第6条の表中

出

斗

5,0兜,728千円

2,213,321千円

2,879,407千円

1,991,207千円

486,700千円

1,023,750千円

34,682千円

446,075千円

起債の目的

入

流域下水道事業

第5条予算第9条に定めた経費の金額を、

科 目

①職員給与費

第6条予算第10条中「602,141千円」を

2,591,696千円

1,991,143千円

594,690千円

△ 279,106千円

62,700千円

△ 276,743千円

△ 1,426千円

△ 63,637千円

限度額

出

486,700

千円 を

1,712,101千円

549,400千円

747,007千円

33,256千円

382,438千円

269,488千円

389,728千円

117,900千円

2,340千円

起債の目的

流域下水道事業

次のように改める。

補正予定額既決予定額

111,034千円 △ 6,610千円

「595,502千円」に改める。

2,322,208千円

1,601,415千円

712,590千円

2,340千円

限度額

549,400

千円 に改める。

104,424千円

△
△

計

△
△



第1条令和4年度山形県電気事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条令和4年度山形県電気事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量

を、次のとおり補正する。

既決予定量 補正予定量項 ・十目

①年間販売電力量 389,787千kwh 17,144千kwh 372,643千kwh△

②主要な建設改良事業

明沢川発電所建設事業 △ 20,106千円 91,466千円111,572千円

第3条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、 次のとおり補正する。

既決予定額 補正予定額科 ・十目

令和4年度山形県電気事業会計補正予算(第3号)

第1款電気事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款電気事業費用 49,914千円 4,341,283千円4,291,369千円

第1項営業費用 △ 70,397千円 3,848,700千円3,919,四7千円

第2項営業外費用 120,311千円362,272千円 482,583千円

第4条予算第4条本文括弧書中「不足する額1,308,703千円」を「不足する額1,175,995千円」に、

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額103,136千円、中小水力発電開発改良積立金

288,430千円、建設改良積立金723,120千円及び過年度分損益勘定留保資金194,017千円」を「当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,H1千円、減債積立金190,854千円、中小水力発電

開発改良積立金297,173千円、建設改良積立金593,282千円及び過年度分損益勘定留保資金4,釘5千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

既決予定額科 補正予定額 計目

10,027千円

10,543千円

駐6千円

収

142,735千円

142,735千円

補正予定額

21,814千円

6,516,684千円

6,271,993千円

244,691千円

支

9,988千円

9,457千円

516千円

第1款資本

第2項補

第12項雑

入

1,185,983千円

991,964千円

出

第1款資本的支出 1,328,718千円△

第1項建設改良費 1,134,699千円 △

第5条、予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

既決予定額科 目

①職員給与費 釘4,120千円

出

11,842千円

5,543千円

6,299千円

的収入

895,934千円

収

、

6,528,526千円

6,27フ,536千円

250,990千円

20,015千円

20,000千円

支

入

助
収

計

△
△金

入



、

ー、、

第1条令和4年度山形県工業用水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条令和4年度山形県工業用水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の

予定量を、炊のとおり補正する。

補正予定量 ・十既決予定量項 目

1件59件①給水件数

39,47111f15,752,30511f②年間総給水量

1081ゞ43,15711t③一日平均給水量

第3条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

補正予定額 計既決予定額科 目

令和4年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第3号)

第1款工業用水道事業収益

第1項酒田工業用水道営業収益

第2項八幡原工業用水道営業収益

第3項福田工業用水道営業収益

第5項営業外収益

支

第1款工業用水道事業費用 563,128千円578,228千円 △ 15,100千円

第1項酒田工業用水道営業費用 437,187千円 396,184千円△ 41,003千円

第2項八幡原工業用水道営業費用Ⅱ5,542千円 108,861千円△ 6,681千円

14,509千円第3項福田工業用水道営業費用 M,フ73千円 △ 264千円

39,574千円第5項営業外費用 6,726千円 32,848千円

第4条予算第4条本文括弧書中「不足する額304,709千円」を「不足する額233,744千円」に、「当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,502千円、建設改良積立金18,504千円、過年度

分損益勘定留保資金175,836千円及び当年度分損益勘定留保資金89,8釘千円」を「当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額13,492千円、建設改良積立金20,312千円、過年度分損益勘定留

保資金175,450千円及び当年度分損益勘定留保資金24,490千円」に改め、資本的収入及び支出の予

定額を、次のとおり補正する。

補正予定額既決予定額 計科 目

収

601,581千円

386,224千円

128,2能千円

23,547千円

63,522千円

入

第1款資本

第5項負

印件

15,791,フ76rl!

43,26511t

期

2,328千円

フ,924千円

2,176千円

1,336千円

2,084千円

出

第1款資本的支出 74,5H千円310,851千円

第1項建設改良費 234,540千円 74,5H千円

第5条予算第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第4条の2 債務負担行為をするととができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

的

599,253千円

378,300千円

130,464千円

24,883千円

65,606千円

収入

担

限度額

収

田工業用

ンノ叉

2,596千円

2,596千円金

支

事

6,142千円

6,142千円

236,340千円

160,029千円

和

道川南1

更新工

入

から

まで

出

項

16,000千円

3,546千円

3,546千円

配水ポン、プ

負契約請

間

Ⅱ禾

△
△

令
令

△
△

△
△

酒
イ

水
タ

号
事

4
5

年
年

度
度



第6条予算第6条に定めた経費の金額を、

科 目

①職員給与費

次のように改める。

既決予定額

郭,360千円

補正予定額

△ 595千円 54,765千円

ヨ
ロ



第1条令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところに

よる。

第2条令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた

業務の予定量を、次のとおり補正する。

補正予定量 斗既決予定量項 目

①駐車場事業

年間総駐車台数 22,000台 67,000台89,000台 △

183台△ 60台一日平均駐車台数 243台

(2)ゴルフ場事業

年間利用者数 28,615人△ 1,785人30,400人

第3条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

補正予定額既決予定額 き十科 目

令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計補正予算(第2号)

第1款資産運用事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款資産運用事業費用 150,901千円△ 1,238千円152,139千円

第1項営業費用 142,207千円147,567千円 △ 5,360千円

5,694千円第2項営業外費用 4,122千円1,572千円

第4条予算第4条本文括弧書中「不足する額552,151千円」を「不足する額521,100千円」に、「当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,648千円、過年度分固定資産売却代金99,522千

円、資産運用積立金428,769千円及び当年度分損益勘定留保資金19,212千円」を「当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額1,911千円、過年度分固定資産売却代金104,212千円、資産運用

積立金402,989千円、過年度分損益勘定留保資金8,110千円及び当年度分損益勘定留保資金3,釘8千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

補正予定額科 斗既決予定額目

入

552,151千円

51,151千円

次のように改める。

既決予定額

90千円

収

出

937千円

1千円

936千円

169,四4千円

139,052千円

30,042千円

30,114千円

30,114千円

支

入

第1款資本的収入

第7項固定資産売却代金

第8項運用資産売却代金

計

657千円

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第5条予算第7条に定めた経費の金額を、

科 目

①職員給与費

出

363,942千円

1千円

936千円

347千円

515千円

168千円

補正予定額

567千円

収

522,037千円

21,037千円

168,747千円

138,537千円

30,210千円

363,005千円

支

△
△

△
△



第1条令和4年度山形県水道用水供給事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

第2条令和4年度山形県水道用水供給事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務

の予定量を、次のとおり補正する。

補正予定量 計既決予定量項 目

70,691,37511f70,361,41511t 329,96011t②年間総給水量

193,675nf192,フ71n{③一日平均給水量 904m

第3条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

補正予定額既決予定額 計科 目

令和4年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第4号)

第1款水道用水供給事業収益

第1項置賜広域水道営業収益

第2項村山広域水道営業収益

第3項最上広域水道営業収益

第4項庄内広域水道営業収益

第5項営業外収益

第1款水道用水供給事業費用 6,483,624千円35,920千円6,447,704千円

△ 44,544千円第1項置賜広域水道営業費用 1,329,309千円 1,284,765千円

20,536千円第2項村山広域水道営業費用 2,391,291千円2,370,755千円

第3項最上広域水道営業費用 412,316千円△ 17,581千円429,897千円

第、4項庄内広域水道営業費用 △ 9四千円 1,841,991千円1,842,900千円

第5項営業外費用 78,418千円 533,261千円454,843千円

第4条予算第4条本文括弧書中「不足する額5,四0,551千円」を「不足する額5,030,548千円」に、

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,797千円、建設改良積立金594,008千円及び

過年度分損益勘定留保資金4,428,746千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

62,350千円、減債積立金502,145千円、建設改良積立金532,986千円及び過年度分損益勘定留保資

金3,933,067千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

補正予定額既決予定額 計科 目

収

、

6,898,425千円

1,153,991千円

2,414,853千円

448,786千円

1,946,226千円

934,569千円

入

支

29,303千円

2,440千円

37,174千円

151千円

22,9託千円

12,493千円

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第5条予算第6条に定めた経費の金額を、

科 目

①職員給与費

第6条予算第8条中

・十

邪7,853千円

△

出

6,927,728千円

1,156,431千円

2,452,027千円

448,937千円

1,923,271千円

947,062千円

5,090,551千円

745,900千円

次のように改める。

既決予定額

532,630千円

「178,764千円」を「182,050千円」

支 出

60,003千円

60,0船千円

補正予定額

25,223千円

に改める。

5,030,548千円

685,897千円

△
△



第1条令和4年度山形県病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条令和4年度山形県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量

を、次のとおり補正する。

補正予定量既決予定量項 目 計

②年間入院患者延数 △ 20,057人 336,158人356,215人

年間外来患者延数 531,041人 514,017人△ 17,024人

(3)一日平均入院患者数 920人975人 △ 55人

一日平均外来患者数 2,094人2,164人 △ 70人

④ドック利用者延数 △ 149人 1,424人1,573人

(5)主要な建設改良事業

中央病院改修事業 4妬,266千円 △ 16,593千円 428,673千円

新庄病院改築整備事業 11,465,026千円 H,594,フ78千円129,7詑千円

河北病院改修事業 15,066千円 △ U,582千円 3,484千円

第3条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、 次のとおり補正する。

既決予定額 補正予定額科 目 芸十

令和4年度山形県病院事業会計補正予算(第3号)

収 入

第1款病院事業収益 42,134,508千円 220,398千円

第1項医業収益 31,224,191千円 認4,351千円△

第2項医業外収益 10,717,882千円 929,573千円

第3項特別利益 192,435千円 124,824千円△

支 出

第1款病院事業費用 41,690,226千円 137,998千円 41,828,224千円

第1項医業費用 40,639,904千円△ 71,脇4千円 40,568,370千円

第2項医業外費用 1,008,四9千円 1,007,弱8千円△ 901千円

第3項特別損失 39,823千円 250,256千円210,433千円

第4条予算第4条本文括弧書中「不足する額1,548,064千円は過年度分損益勘定留保資金で補填」

を「不足する額1,茄0,657千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填し、なお

不足する額は一時借入金で措置」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

既決予定額科 補正予定額 ・十目

42,354,906千円

30,639,840千円

11,647,455千円

67,611千円

16,795,981千円

13,296,7印千円

15,146,340千円

12,366,700千円

1,919,208千円

ハ」

第1款病院事業資本

第1項企

第4項負

第5項固定資産売

第6項その他資本

入

747,444千円

16,694,404千円

13,195,183千円

98,984千円

93,100千円

2,§四千円

330千円

2,6妬千円

出

第1款病院

第1項建

収

的収入

債

金

却代金

的収入

支

的支出

良費

15,245,324千円

12,459,800千円

1,922, H7千円

330千円

750,089千円

101,577千円

101,577千円

事業資本

改設

業
担



第5条 予算第6条の表中

起債の目的

中央病院改修事業

新庄病院改築整備

事業

限度額

河北病院改修事業

県立病院医療機器

等整備事業

431,000

千円

11,093,800

県立病院総合医療

情報システム整備

事業

起債の目的

中央病院改修事業

15,000

第6条予算第8条に定めた経費の金額を、次のように改める。

既決予定額科 目

(D 職員給与費 21,668,047千円

新庄病院改築整備

事業

728,800

を

限度額

河北病院改修事業

98,100

県立病院医療機器

等整備事業

415,200

千円

11,216,700

県立病院総合医療

情報システム整備

事業

3,400

726,400

に改める。

98,100

補正予定額

20,092千円

計

21,6認,139千円


